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公立学校共済組合滋賀支部 かめるん
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・暫定再任用フルタイム職員
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第１号厚生年金
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被保険者

第４号厚生年金

被保険者

日本年金機構 国家公務員共済組合 地方公務員共済組合 日本私立学校振興

 共済事業団

国民年金（基礎年金）

３階
年金払い退職給付

経過的職域加算額

厚生年金

１．公的年金はどんな制度ですか。

Ⅰ. 年金制度について

①

公立学校共済組合の一般組合員が受給する年金は３階建てです。
３階部分（経過的職域加算額、年金払い退職給付）は公務員独自の職域年金

となります。

平成27年10月～
「年金払い退職給付」
新たな年金制度が創設
されました。

～平成27年９月
「経過的職域加算額」
平成27年９月までの組合員期

間がある方に支給されます。



２．年金はいつからもらえますか。

生年月日 支給開始年齢

昭和28年4月1日以前 60歳

昭和28年4月2日～昭和30年4月1日 61歳

昭和30年4月2日～昭和32年4月1日 62歳

昭和32年4月2日～昭和34年4月1日 63歳

昭和34年4月2日～昭和36年4月1日 64歳

②

公的年金は原則65歳から支給開始です。
ただし、「老齢厚生年金」と「経過的職域加算額」は昭和36年4月1日までに

生まれた方には経過措置として以下の年齢から支給開始となります。

※昭和41年4月1日までに生まれ
た女性に支給される日本年金
機構の年金は支給開始年齢が
異なります

昭

支給開始年齢になる前から年
金を受け取りたい場合は、年
金の繰上げ請求ができます。

⇒ 繰上げ請求については
⑦ページへ年金受給のイメージ【例：支給開始年齢が64歳の場合】

年金払い退職給付

退職

国民年金（老齢基礎年金）

経過的職域加算額

64歳 65歳～

老齢厚生年金



③

３. 年金の請求はどうすればよいですか

老齢厚生年金は支給開始年齢に到達する誕生日の2か月ほど前に厚生年
金の実施機関※から自宅へ請求書が送付されます。

※ 厚生年金の実施機関
公立学校共済組合 市町村職員共済組合 国家公務員共済組合
日本私立学校振興・共済事業団 日本年金機構 等

年金の請求は支給開始年齢到達後に請求書と添付書類を実施機関へ提
出してください。
年金は支給開始年齢到達日の翌月分から支給されますが、初回の支給

は年金決定に3～4か月の期間を要しますので、決定後の支給となります。

その後は定期支給日に支給されます。（休業日の場合はその前営業日）



④

４．働きながら年金を受給すると年金は停止になりますか。

働きながら年金を受給すると、「老齢厚生年金」と「職域年金（経過的職
域加算額、年金払い退職給付）」が停止となる場合があります。
ただし、「老齢基礎年金」は停止の対象とはなりません。

勤務先で厚生年金に加入することになった場合は、「老齢厚生年金」が支
給停止の対象となります。 支給停止額の計算は次の⑤ページへ

なお、地方公務員共済組合（公立学校共済組合を含む）や国家公務員共済組合の
一般組合員になった場合は「老齢厚生年金」の支給停止に加えて、「職域年
金（経過的職域加算額、年金払い退職給付）」が全額支給停止となります。

☆ 勤務先での厚生年金の加入の有無については、勤務先で確認してください。
☆ ２か月を超える任用がある滋賀県費の臨時的任用職員（常勤講師）は、公立学校共
済組合の短期組合員となり、日本年金機構の厚生年金に加入となりますので、老齢
厚生年金は在職停止の対象となります。

年金が停止とならないケース

勤務先で厚生年金に加入とならない場合、年金は停止されません。

年金が停止となるケース



老齢厚生年金の支給停止額の計算

⑤

支給停止額は、年金の月額（※１）と賃金の月額（※２）が「支給停止基準額（65
万円※１）」を超えた分の1/2の額です。なお、年金の月額と賃金月額が「支給停
止基準額（65万円）」を超えない場合は、年金の停止はありません。

※１令和８年度の基準額です。

※２「年金の月額」とは・・・老齢厚生年金（職域等除く）の額 ÷ 12

※３「賃金の月額」とは・・・標準報酬月額＋直近1年間の標準賞与額 ÷ 12

〇支給停止額の計算例
▶計算例１
老齢厚生年金（年額）：276万円 標準報酬月額：38万円
直近１年間の賞与額：96万円（６月賞与額：48万円・12月賞与額：48万円）

(年金月額(23万円) ＋ 賃金月額(46万円) － 65万円) × 1/2 ＝ 2万円
→ 月額2万円が支給停止となり、年金は月額21万円の支給となります。

ご自身の「標準報酬月額」
と「標準賞与額」は、給与
支給明細書の「標準報酬
（厚生年金）」の金額とな
ります。

▶計算例２
老齢厚生年金（年額）：144万円 標準報酬月額：32万円
直近１年間の賞与額：72万円（６月賞与額：36万円・12月賞与額：36万円）

(年金月額(12万円) ＋ 賃金月額(38万円) －65万円) × 1/2 ＝ 0円
→ 支給停止となりません。



繰上げ請求
60歳に到達した日から支給開始年齢に到達するまでに繰上げて請求す

る制度です。老齢基礎年金を含むすべての年金を同時に請求することに
なります。また、生涯にわたって年金が減額されますので、受取総額は
少なくなる場合があります。

繰上げ減額率 ＝ 0.4% × 繰上げた月数
(昭和37年４月１日以前生まれは0.5％です。)

繰下げ請求
65歳からの老齢厚生年金を支給開始年齢より遅らせて請求する制度で

す。最大75歳まで繰下げ可能で、66歳の誕生月以降、1月単位で行えま
す。ただし、加給年金額や在職により支給停止となる額は増額されませ
ん。

繰下げ増額率 ＝ 0.7% × 繰下げた月数

５．繰上げ請求や繰下げ請求とはどんな制度ですか。

⑥



⑦

被用者年金一元化（平成27年10月）により、新たな職域年金として年金払い
退職給付制度が設けられました。

年金払い退職給付は1年以上の一般組合員期間を有する方に65歳から支給され
ます。ただし、65歳到達時点で在職中（一般組合員）の場合は、退職後に支給開
始となります。

６．年金払い退職給付について

利息

付与額（標準報酬×付与率）

・・・

半分を有期退職年金として算定。

受取期間を20年、10年、一時金

から選択します。

残り半分を終身退職年金として支

給します。

1月目 3月目2月目 退職

退職後も利息を積み立てます。

組合員期間 待機期間 受給期間

昨年度までに積み立てた「付
与額」と「利息」は、毎年送
付しています「給付算定基礎
額残高通知書（緑色のハガ
キ）」で確認できます。



７．障害年金はどんな場合に請求できますか。

加給年金額

加給年金額

障害基礎年金
障害基礎年金

1級 2級 3級

障害厚生年金
（1.25倍で算定）

障害厚生年金 障害厚生年金

⑧

障害厚生年金は在職中（厚生年金に加入している期間）に初診日のある傷病に
より、障害認定日（初診日から1年6か月経過した日）において障害等級1級から3級
に該当する場合、初診日がある厚生年金の実施機関が年金の決定・支給しま
す。（障害者手帳等の等級と同じではありません。）

また、1級または2級の場合、障害基礎年金が加えて支給されます。

請求には医師が作成する診断書が必要です。まずはかかりつけ医にご相
談の上、初診日がある厚生年金の実施機関へお問い合わせください。
なお、初診日が一般組合員期間（公立学校共済組合の厚生年金の加入期間）にあ

る場合は公立学校共済組合滋賀支部にお問い合わせください。



被保険者または被保険者であった方が亡くなった場合、生計を維持さ
れていた遺族の順位に応じて支給されます。

８．遺族年金はもらえますか。

第一順位
配偶者

妻：年齢要件なし
夫：55歳以上（支給開始は原則60歳から）

子
18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあり、現に婚姻していない者
20歳未満で1級または2級の障害状態の者で現に婚姻していない者

第二順位 父母 55歳以上（支給開始は60歳から）

第三順位 孫 子と同じ

第四順位 祖父母 55歳以上（支給開始は60歳から）

子のある配偶者

または子
子のない配偶者

遺族厚生年金 遺族厚生年金

中高齢寡婦加算 中高齢寡婦加算

遺族基礎年金

同条件で計算した老齢厚生年金の3/4の水準

上に記載の子または子と生計を同じくする配偶者に支給

40歳以上65歳未満の妻で遺族基礎年金が支給さ
れないときに支給（遺族基礎年金の3/4の額）

⑨



９．障害や遺族の年金と併せて受給できますか。

公的年金は原則として1人1年金です。
ただし、以下のように併給できる年金があります。

65歳未満

-----------------------------------------------------------
65歳以上

※ 65歳以上で遺族と老齢がある場合、遺族年金が上回る場合に差額支給が原則となります。
また、他に日本年金機構の年金等がある場合、異なるケースがあります。

障害基礎年金 遺族基礎年金

老齢厚生年金 障害厚生年金 遺族厚生年金

+ +

遺族基礎年金

または または

障害基礎年金 障害基礎年金

または

+ + +

老齢基礎年金 障害基礎年金 老齢基礎年金

老齢厚生年金 障害厚生年金 遺族厚生年金

65歳までは同一給付事
由で支払われる年金の
み、65歳からは給付事
由が異なる基礎年金と
組み合わせ出来ます。

⑩



10．年金額はどうすればわかりますか。

⑪

共済組合からの通知やマイナポータルで情報を提供しています。

ねんきん定期便 【老齢厚生年金（経過的職域加算額含む）】

在職中は毎年誕生日の月末に自宅へ送付しています。

給付算定基礎額残高通知書 【年金払い退職給付】

在職中は毎年8月上旬ごろまでに自宅へ送付しています。

マイナポータルによる年金記録の電子交付サービス
【老齢厚生年金（経過的職域加算額を含む）・年金払い退職給付】

QRコードから利用申込手続きをしていただくことで
利用できます。



１．退職時の手続きについて

Ⅱ. 手続きについて

⑫

所属所から「一般組合員退職届書」をしていただくことで、将来の年金受
給に備え、年金請求待機者として登録をします。

退職されると、退職までの一般組合員期間（公立学校共済組合の厚生年金に加入してい

た期間）を年金額に反映し、在職支給停止の解除の手続きを行います。
所属所からの退職予定者報告を受け、 事前に調査書類を組合員の自宅へ送付

しますので、共済組合に提出してください。

既に公立学校共済組合の老齢厚生年金を受給されている方

年金額の反映と在職支給停止の解除は、８月以降になります。年度末は退
職者の手続きが全国的に集中するため、６月の定期支給(４月・５月分)ま
でに停止解除を行うことができません。手続き完了後に通知を行い、年金
改定・停止解除後の支給すべき金額をまとめて支給します。
ご理解賜りますようお願い申し上げます。

年金受給開始年齢ではない方



このリーフレットに関するお問い合わせ先

公立学校共済組合滋賀支部 資格給付係

📞電話でのお問い合わせ

077-528-4553

✉メールでのお問い合わせ

kyufu@25kouritu.or.jp

年金に関するお問い合わせ先

公立学校共済組合本部

📞年金相談専用ダイヤル

03-5259-1122


